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都市計画提案の流れ（フロー図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村（決定権者） 
に連絡 

内部協議（関係各課との調整） 関係市町村、 
国等との協議 

提案に対する宮城県の判断 

都市計画の決定 

判断結果・理由の提案者へ通知、公表 

県都計審に付議 

補正 

案の公告・縦覧 

県都計審に意見聴取 

案の作成 

国土交通大臣の
同意 

提案成立 

受付・要件の確認 

決定・変更の必要性あり 
決定・変更の必要性なし

決定・変更の必要性なし

決定・変更の

必要性あり 

提案不成立 

提案者へ通知 

決定権者が 

市町村の場合 
要件充足 

要件不足 

補正あり 

補正なし 

都市計画（素案）の提案 

 

関係市町村、 
国等との協議 

別紙１ 

事前相談（提案方法・内容等） 

 

決定権者が 

市町村の場合 


